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事業者システム 200904 の変更点について 

１ 事業者情報管理画面の変更点 
 
 
 
 
今回の平成 21 年 4 月報酬改正に対応するために新たな加算項目を追加し、そ

の他の項目についても国保連合会のインターフェース仕様に合わせる形で対応

します。 

 

【事業者メンテナンス画面のレイアウト】 

 

事業所情報について「基本項目」「加算項目」「減算・単価項目」画面を新た

に追加し、３つのタブにより切替を行なうように変更 

 
①「基本項目」画面 
  事業所名、基本報酬算定要件を入力する画面 

 

タブによる切り替えを追加 

１ 加算項目の追加 
２ 提供サービス編集画面の変更（切替タブの追加） 

資料６ 
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②「加算項目」画面 
 平成 21 年 4 月報酬改正に対応した加算要件を入力する画面 

 

国保連仕様に合わせて追加する項目 

No 項目名 関係サービス 

1 送迎加算実施 児童デイ 

2 看護師体制加算 身体療護入所、施設入所支援 

3 常勤医師加算 身体更生入所、身体療護入所 

4 強度行動特別支援加算 知的更生入所 

5 食事提供加算 日中活動系、通所施設、通勤寮 

6 訪問訓練の有無 自立機能訓練、自立生活訓練 

7 自活訓練加算Ⅰ、Ⅱ 知的更生入所、知的授産入所 

8 神経内科医加算 身体療護入所 

9 重度障害者支援加算 CH 

10 短期滞在加算 自立生活訓練 

11 重度障害者支援加算基本～Ⅱ 施設入所支援 

12 重度重複加算 通勤寮以外の旧法施設 

13 栄養士配置加算 短期入所、施設入所支援、知的更生通所、知的

授産通所 
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平成 21 年 4 月報酬改正に伴い追加される項目 

No 項目名 関係サービス 

1 リハビリテーション加算 生活介護、自立機能訓練、身障更生入所、身障

更生通所、身障療護入所、身障療護通所 

2 通勤者生活支援加算 宿泊型自立訓練 

3 福祉専門職員配置加算 生活介護、児童デイ、CH、GH、宿泊型自立訓練、

自立機能訓練、自立生活訓練、就労移行支援、

就労継続支援 

4 就労支援関係研修修了加

算 

就労移行支援 

5 地域移行個別支援特別加

算 

CH、施設入所支援、GH、宿泊型自立訓練 

6 目標工賃達成指導員加算 就労継続支援Ｂ型 

7 特定事業所加算区分 居宅介護、重度訪問介護、行動援護 

8 単独型加算 短期入所 

9 相談特定事業所加算区分 相談支援 

10 小規模定員加算 施設入所支援 

11 指導員加配加算 児童デイ 

12 人員配置体制加算 生活介護 

13 重度者支援加算 就労継続支援 

14 地域移行支援体制強化加

算 

宿泊型自立訓練 

15 夜勤職員配置加算 施設入所支援 

16 視覚障害者専門職員配置

加算 

自立機能訓練 

 

平成 21 年 4 月報酬改正に伴い削除される項目 

No 項目名 関係サービス 

1 栄養管理体制加算 

⇒栄養士配置加算に変更 

旧法施設、施設入所支援 

2 小規模夜間支援加算 CH 

3 小規模事業加算 CH、GH 
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③「減算・単価項目」画面 
 減算要件、各種単価を入力する画面 
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２ 対象者管理画面の変更点 
 
 
 
 

 対象者管理画面について、従前までの「重度障害者支援体制加算（身体）」

「重度障害者支援体制加算（知的）」「自立支援生活支援加算対象者」「重度障害

者支援加算対象者」の入力項目を廃止し、支給決定サービス欄へ入力するよう

に変更しました。 
また、支給決定サービスの入力手順を変更するとともに、従前の任意入力項

目から必須入力項目へと変更しました。 
 

【対象者管理画面のレイアウト】 

 
 

 
 
 
 

１ 加算要件の登録項目の削除 
２ 支給決定サービス欄の入力方法の変更 
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＜修正項目＞ 
NO 項目名 修正点 

1 加算有無項目 事業者システム 200709 までは、重度障害者支

援体制加算、自立生活支援加算、重度障害者支

援加算について、独自で項目を持っていました

が、平成２１年４月版では独自項目は削除し、

支給決定サービス欄に入力します。 

 

2 支給決定サービス欄 事業者システム 200709 までは、支給決定内容

を最大で 10 個までしか登録できませんでした

が、事業者システム 200904 では、何個でも登

録が可能となります（重複したサービスは登録

できません）。支給決定サービスとなっている

加算情報についても、請求算定可能かどうかを

この項目でチェックしますので、必ず登録して

ください。 

 

 
 
３ 請求明細管理画面の変更点 
 
 
 
平成 21 年 4 月提供分より、利用者負担上限額管理加算について、利用者負担

額の合計が上限月額以下(管理結果「２」の場合、および上限管理事業所のみで

上限月額を超過した場合（管理結果「１」）も、上限管理加算が算定可能となっ

たことに伴い、システムの算定条件を変更 

 

 
 
 

上限管理結果が「１」「２」の場合について

も、上限管理加算の算定が可能 

「上限管理結果」にかかわらず、上限額管理加算が算定されるように変更 
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４ 提供実績管理画面の変更内容 
 
 
 
 
 
平成２１年４月の報酬改正により、新たに追加された加算に対応した加算情

報入力画面を新たに追加しました。 
また、画面上部の「事業者情報」「受給者情報」の表示項目を変更し、新たに

「障害程度区分」「契約情報」等の内容を追加しました。 
さらに、サービス提供実績記録票画面から、「事業者情報管理画面」「対象者

管理画面」の画面遷移を可能としました。 
 
【提供実績管理画面のレイアウト】 

 
 
＜修正箇所＞ 
NO 修正箇所 修正概要 

1 事業所ボタン 事業所メンテナンス画面の提供サービス登録

画面を開きます。ただし、実績記録票に関係す

る情報しか表示することはできません。 

2 事業所要件 事業所の請求算定に関わる項目を表示します。

（公私区分、定員区分、人員配置区分など） 

3 利用者ボタン 対象者画面を開きます。ただし、実績記録票に

関係する情報しか表示することはできません。

 

4 利用者要件 利用者の請求算定に関わる項目を表示し、新た

に障害程度区分、契約情報等などを追加 

5 加算情報ボタン 加算情報入力画面を表示します。 

 

 

「事業者ボタン」「利用者ボタン」

「加算情報ボタン」の追加 

１ 加算情報を入力するための「加算情報入力画面」の追加 
２「事業者情報」「受給者情報」の表示項目の変更 
３「事業者情報管理画面」「対象者情報管理画面」への画面遷移対応 
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【加算情報入力画面のレイアウト】 

 

No 修正箇所 修正概要 

1 加算要件欄 対象サービスにおける加算情報が表示されま

す。 

加算名の最後に「可」と表示された加算のみ算

定することができます。 

2 加算情報欄 算定を行う加算情報を入力する項目です。加算

要件欄で「可」となっているもの以外は入力で

きません。 
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５ 各サービスにおける入力時の注意事項 
 
（１）居宅系サービスの変更点 
 
① 居宅介護の変更点 
 
a 特定事業所加算、初回加算、緊急時対応加算への対応 
 平成 21 年 4 月からの新しい加算として「特定事業所加算」「初回加算」「緊

急時対応加算」の算定に対応しました。 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

事業者情報管理画面で、「特定事

業所加算」の情報を登録する 

提供実績管理の「加算情報入力」画面

において、加算情報を登録する 
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ｂ 重度訪問研修者のコード算定への対応 
平成１９年９月版は、最初の３時間までは１時間ずつ算定されていましたが、

平成２１年４月版については、最初の１時間までは１時間算定しますが、あと

は、３０分ずつコードを算定します。 

 
 
 
② 重度訪問介護の変更点 

a 重度訪問介護の基本報酬（30 分単位）への対応 

最初の１時間以降のサービス提供について、３０分単位で算定が可能となる

ように変更 

 
 

最初１時間のコードが１回 
その後は３０分のコードが２回

ずつ算定される。 

重度訪問研修者の場合も、1 時

間以上の場合は３０分ずつコ

ード算定するように変更 
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b 移動加算（2 人派遣）の請求算定への対応 
移動加算について、2 人派遣時の請求算定ができるように変更 

 
 
c 特定事業所加算、初回加算、緊急時対応加算への対応 
 居宅介護の説明を参照 
 
③ 行動援護の変更点 

a 行動援護の４．５時間以上の請求算定への対応 
  最大８時間までの請求コードが追加され、時間数に応じてコードが算定され

るように変更。 

 
 
② 特定事業所加算、初回加算、緊急時対応加算への対応 
 居宅介護の説明を参照 

２人目移動加算が算定される。 
算定時間はその日の合計時間に

より決定する。 

４．５時間以上のコードが

算定される。 
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（２）施設系サービスの変更点 
 
①事業者情報に登録が必要な加算について 
 【提供実績管理画面】図１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a 事業所要件の登録 

例えば、福祉専門職員配置等加算のように事業所の算定要件の有無が関わる加算につい

ては、まず事業者情報管理画面にて当該加算の登録が必要になる。 
 事業者情報画面については、メニュー画面から入れるが、また提供実績管理画面におい

ても入ることが可能になった。（図１①） 
 
【事業者情報管理画面】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

③ 欠席日に選択する 

加算項目を選択 

該当する加算について「有」と選

択する。 

② 
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ｂ加算情報の入力 
 図１③の加算入力画面より当該加算を入力する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②対象者情報の登録が必要な加算について 
a 対象者情報の入力 
例えば、今回の改正で新設された短期入所の重度障害者支援加算については、対象者情

報の登録が必要になる。 
 対象者の情報の登録については、メニュー画面の対象者情報管理から入ることもできる

が、提供実績管理画面より入ることも可能になった。（図１②） 
【利用者情報管理画面】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 加算情報の入力をする。 
 
 

①加算を選択 ②算定回数

を入力 

事業者情報で登録した

内容が反映される。 

①利用者に決定されている

加算情報を選択する。 ②追加 登録状態に応じ「登

録」又は「修正」を

押下 



 14

③短期入所の本体報酬の入力について 
【提供実績管理画面】 
 
 
 
 
 
 
a ｂ以外の場合については、今までどおり、日付部分を入力するだけで可 
b 一日分の報酬が評価されない短期入所サービス報酬について 
 福祉型短期入所サービス費Ⅱ・Ⅳについては、上図の「日中併給」を選択する。 
 医療型特定短期入所サービス費については、上図の「日帰り（医療）」を選択する。 
 
 
④施設外就労加算について 
a 実績入力画面にて該当日に「１」を入力 
 
 
 
 
 
 
ｂ 加算入力画面より加算算定回数を入力 
 
 
 
   ↓ 
【加算情報入力画面】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

選択する 

加算の種類と回数を入力する 
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⑤ケアホーム・グループホームの体験型利用の算定について 
 体験型の報酬が算定される日について、その日ごとに体験利用欄にチェックをいれる 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥欠席時対応加算 
 【提供実績管理画面】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体験利用欄にチェックをいれる 

欠席日に選択する 


